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平成２４年度第１回 富合町合併特例区協議会会議録 

 

日 時   平成２４年４月１１日（水） 

会 場   南区役所 ３階大会議室 

 

開会時間  午後 ３時００分 

終了時間  午後 ４時００分 

 

    ○出席委員（８名） 

       会 長    田 中 榮 信 

       副会長    小 山 一 美 

       委 員    米 原 靖 雄 

              野 口 ミナ子 

              村 﨑 博 則 

              改 原 明 博 

              松 永   隆 

              内 藤 信 博 

 

    ○欠席委員     なし 

 

○参考人 
      南 区 長   永 目 工 嗣 
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事務局 

それでは、ただ今から「平成 24 年度第 1 回富合町合併特例区協議会定例会」を開会

いたします。 

まず最初に、配付資料の確認をしたいと思います。1 枚紙で「平成 24 年度第 1 回富合

町合併特例区協議会次第」、それと「平成 24 年度第 1 回富合町合併特例区協議会」の冊

子の 2 点を配付しております。資料の過不足等がございましたら事務局までお申し出く

ださい。よろしいでしょうか。 

 それでは、会議の進行につきましては、合併特例区規約第 10 条第 4 項並びに合併特例

区協議会会議運営規則第 4 条第 1 項の規定に基づき、会長である田中議長にお願いいた

します。よろしくお願いします。 

 

田中 榮信 議長 

皆さん、こんにちは。ここからは、私が議事進行を務めさせていただきます。よろし

くお願いします。 

本日は、合併特例区規約第 10 条第 5 項の規定に基づき、参考人として永目南区長にご

出席をいただいております。参考人には、忌憚の無いご意見をいただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

まず、会議録署名委員を指名したいと思います。会議録署名委員の指定につきまして

は、協議会会議運営規則第 7 条第 2 項の規定により、指名をさせていただきます。本日

は、松永委員と内藤委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 次に、構成員の出席数についてでございますが、本日は構成員の皆様全員にご出席頂

いております。したがいまして、合併特例区規約第 10 条第 3 項の定足数を満たしており

ますことをご報告いたします。 

それでは早速、お手元の次第に沿って会議を進めてまいりたいと思いますのでよろし

くお願いします。 

まず、報告第 1号、「平成 24 年度富合町合併特例区一般会計当初予算について」、事務

局から報告をお願いします。 

 

事務局 

平成 24 年度富合町合併特例区一般会計当初予算について、ご報告させていただきます。

お手元の冊子資料は、2ページから 3 ページをご覧ください。こちらが、平成 24 年度富

合町合併特例区一般会計予算決定後の歳入、歳出の概要となっております。 

平成 24 年度富合町合併特例区一般会計予算につきましては、本年 2 月 10 日開催の平

成 23 年度第 11 回合併特例区協議会にて同意をいただき、その後、市議会の第 1 回定例

会に提案がなされ、3月 21 日に合併特例区交付金について可決がなされました。また同

日、本協議会一般会計予算について市長の承認を得たものでございます。 
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歳入、歳出予算の総額共に、7,298 万 2 千円となっております。歳入、歳出の詳細に

つきましては、前回 2 月の協議会でご説明した内容と全く同様でございます。よって、

詳細についての説明は省略させていただきます。以上、当初予算のご報告でございます。 

 

田中 榮信 議長 

  ただいま事務局から報告がありました「報告第 1 号」につきまして、ご質問等はあり

ませんか。 

 

松永 隆 委員 

  予算のことではありませんが、合併特例区が終了すれば、ふるさと総合健診事業も終

了すると思います。その後の健診はどうなりますか。 

 

事務局 

  保健班でございます。特例区が終了した後は、特定健診で受診していただくことにな

ります。対象者の方には受診券が郵送されますので、その受診券を持って医療機関に行

って検診を受けていただくことになります。 

 

松永 隆 委員 

  わかりました。 

 

田中 榮信 議長 

  他にありませんか。 

 

改原 明博 委員 

  新幹線推進班には予算が計上されていませんが、新幹線推進班はどのような業務を行

っていますか。 

 

事務局 

  九州新幹線総合車両所に関する事業は終了していますが、残地整理など、予算を伴わ

ない事務作業を本庁と連携しながら行っております。 

 

改原 明博 委員 

  わかりました。 

 

田中 榮信 議長 

  他にご質疑がなければ、次へ進みます。 
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  次に、報告第 2 号、「平成 24年度富合町合併特例区行事予定について」、事務局から報

告をお願いします。 

 

事務局 

  それでは、平成 24年度富合町合併特例区行事予定について、ご報告させていただきま

す。冊子資料は、6 ページになります。 

  こちらに本年 4 月から、翌年 3月までの行事予定（案）を 記載しております。太文字

で記載している行事が、富合町に関する行事となります。また合併特例区に関係する行

事につきましては、特例区の欄に丸印を記載させていただいております。 

  主な行事について、確認をさせていただきます。まず、合併特例区協議会定例会の開

催につきましては、原則第 2 水曜日の午前中に開催を予定しております。なお、市議会

開会予定の 6 月、9 月、12 月、3 月、それと決算に関するスケジュールの調整で 8 月に

つきましては、第 3 週又は第 4 週での開催を予定しております。 

  次に 6 月 8 日から 9 日に関しましては、ふるさと総合健診。8 月 4 日には、富合ふる

さと祭り。11 月 3 日と 4 日に、文化祭。4日に体育祭。23 日に富合産業祭＆健康祭。そ

れと、12 月 2 日に富合町駅伝大会。翌 1 月 13 日には、富合町成人式を予定しています。

以上、年間行事予定でございます。 

   

田中 榮信 議長 

ただいま事務局から報告がありました「報告第 2 号」につきまして、ご質疑等はあり

ませんか。なければ、次へ進みます。 

次に、報告第 3 号、「集落内開発制度の指定区域について」、事務局から報告をお願い

します。 

 

都市政策課 

  集落内開発制度の指定区域について、ご報告いたします。皆さんご存知のとおり、今

年 4 月 1 日から都市計画法による線引きを県が決定しております。それを受け、熊本市

のほうで用途地域を決定しております。それと同時に調整区域において、集落内開発制

度の指定区域について決定しました。それについて、今日はご報告させていただきます。 

  初めに、図面について説明させていただきます。ピンク色のところが、市街化区域で

ございます。用途地域の色については、ご覧のとおりになっております。そして青色の

ところが、今回の集落内開発制度の指定地域になり、住宅開発や店舗併用住宅などの開

発ができる地域になります。これにつきましては嘱託員会でご説明し、公民館などに図

面の掲示をご依頼しております。また熊本市のホームページにも掲載して、周知を行っ

ております。 

  詳細につきましては、都市政策課にご連絡いただければ地番等でご案内させていただ
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きます。以上、よろしくお願いいたします。 

 

田中 榮信 議長 

ただいま事務局から報告がありました「報告第 3 号」につきまして、ご質疑等はあり

ませんか。 

 

村﨑 博則 委員 

  今度、木原のバイパスができますが、その付近はどうなりますか。 

 

都市政策課 

  平成 26 年に開通すると聞いておりますが、山側の農地区分については見直しできない

か、農業委員会と協議しているところです。 

  ただ制度上、家が建たないと区域に入れられません。木原の区長さんにも、そのよう

に説明しているところです。 

 

村﨑 博則 委員 

  わかりました。 

 

松永 隆 委員 

 一種農地や甲種農地が無くなるという話を聞いたのですが、そういう話はありますか。 

 

都市政策課 

  それについては、聞いておりません。 

 

松永 隆 委員 

 わかりました。前回、集落内開発制度の指定地域であれば、農地転用が可能との話し

がありましたが、文書で取り交わしされましたか。 

 

都市政策課 

  それについては法律に明記されており、農業委員会事務局としては申請があがれば、

許可するという方向で農業会議にかけるということでした。区域に入っているところは、

農業委員会とも協議して入れておりますので、転用申請があれば農業委員会事務局とし

ても努力されると思います。 

 

松永 隆 委員 

  協議会では、この集落内開発制度を取り上げてきました。中には納得されていない方
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もいらっしゃると思いますが、私としては評価しております。 

 

村﨑 博則 委員 

  まだ制度を理解されていない方も多いようです。その点、もう一度住民の方へ説明し

ていただきたい。 

 

都市政策課 

  出張相談も行っておりますので、ご連絡いただければ我々が出向き、ご説明差し上げ

たいと思います。 

 

米原 靖雄 委員 

  平成 26 年に見直しがあると思いますが、集落内開発制度の指定区域が縮小されること

はありますか。 

 

都市政策課 

  縮小については、今のところありません。 

 

野口 ミナ子 委員 

  この制度について、南区役所内で相談できる部署はありますか。 

 

都市政策課 

  非常に難しい制度ですので、担当課が本庁都市政策課のみとなっております。気軽に

お問い合わせいただければと思います。 

 

田中 榮信 議長 

  他にご質問はありませんか。他にご質疑がなければ、次に進みます。 

では、その他に入ります。まず、次回協議会の開催日時について、事務局から説明を

お願いします。 

 

事務局 

  次回は、原則どおり第 2 水曜日に開催したいと考えております。従いまして、5 月 9

日（水）午前 10時からお願いします。 

  併せまして、資料の最後に 1ヶ月間の行事予定表を付けております。 

 

田中 榮信 議長 

  ただ今、事務局から 5 月 9 日(水)午前 10 時から開催をお願いしたいとの提案がありま



 7

したが、皆さんいかがでしょうか。 

 

委員一同 

  はい。 

 

田中 榮信 議長 

  それでは、次回協議会は 5 月 9 日(水)と決定し、開会時間は午前 10時からということ

にしたいと思います。よろしくお願いします。 

  他に何かありませんか。 

 

野口 ミナ子 委員 

  4 月から区役所までバスが来るようになりましたが、時刻表は自分たちで作成して配

布してもよろしいのでしょうか。特に区役所近辺の方は、便利になったと思うのですが

乗車が少ないようです。 

 

事務局 

  南区役所の時刻表であれば、総合案内に設置しておりますのでご利用ください。 

 

野口 ミナ子 委員 

  後、熊本バスと産交バスの時刻表が裏表に張ってありますので、上下に張ってもらう

と便利だと思います。 

 

事務局 

  はい。その点についても、近々上下に張り替える予定です。 

 

田中 榮信 議長 

他にご質問はありませんか。なければ、これで議事を終了したいと思います。 

これで本日のすべての議事が終了いたしました。皆様には円滑な議事進行にご協力い

ただき、ありがとうございました。 

これをもちまして、「平成 24 年度第 1 回富合町合併特例区協議会定例会」を閉会いた

します。 

 

 

 

 

 




